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令和８年設楽町告示第１６号 

 

設楽町木質バイオマスストーブ等購入設置費補助金交付要綱の一部 

を改正する要綱 

 

設楽町木質バイオマスストーブ等購入設置費補助金交付要綱（平成25年設楽町

告示第24号）の一部を次のように改正する。 

 

題名を次のように改める。 

設楽町木質バイオマスストーブ等購入費補助金交付要綱 

第１条中「促進し」を「図るとともに、森林資源の循環利用及び木材利用を促

進し」に、「地球の温暖化防止」を「地球温暖化の防止」に、「、」を「並び

に」に、「設備を設置する」を「購入に要する」に改め、「て」を削り、「設楽

町木質バイオマスストーブ等購入設置費補助金」を「設楽町木質バイオマススト

ーブ等購入費補助金」に改める。 

第６条中「以下の経費を対象」を「第４条に規定する補助対象機器を前条に規定

する補助対象設置場所の新築又は改築により設置する場合における、補助対象

機器本体の購入経費」に改め、同条各号を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、設置工事費、煙突工事費、附帯設備費、運搬費そ

の他機器本体以外に係る経費は、補助対象経費としない。 

第７条第１項中「前条」の次に「第１項」を加える。 

第９条第１項本文中「設楽町木質バイオマスストーブ等購入設置費補助金交付

申請書」を「設楽町木質バイオマスストーブ等購入費補助金交付申請書」に改

め、「する」の次に「。なお、申請者と住宅使用者が異なる場合は、木質バイオ

マス設備設置同意書(様式第８)を併せて町長に提出するものとする」を加え、同

条第２項中「設楽町木質バイオマスストーブ等購入設置費補助金交付決定通知

書」を「設楽町木質バイオマスストーブ等購入費補助金交付決定通知書」に改め

る。 

第11条第１項中「取下げる」を「取り下げる」に、「設楽町木質バイオマスス

トーブ等購入設置費補助金交付変更・取下げ申請書」を「設楽町木質バイオマス



ストーブ等購入費補助金交付変更・取下げ申請書」に改め、同条第２項中「設楽

町木質バイオマスストーブ購入設置費補助金交付変更・取下げ決定通知書」を

「設楽町木質バイオマスストーブ等購入費補助金交付変更・取下げ決定通知書」

に改める。 

第13条第１項中「設楽町木質バイオマスストーブ等購入設置費補助金実績報告

書」を「設楽町木質バイオマスストーブ等購入費補助金実績報告書」に改め、同

項第１号中「設置に係る直接的経費の内訳、」を削る。 

第14条中「設楽町木質バイオマスストーブ等購入設置費補助金額確定通知書」

を「設楽町木質バイオマスストーブ等購入費補助金額確定通知書」に改め、「。

以下「補助金額確定通知書」という。」を削る。 

第15条第１項中「設楽町木質バイオマスストーブ等購入設置費補助金交付請求

書」を「設楽町木質バイオマスストーブ等購入費補助金交付請求書」に改める。 

  



様式第１を次のように改める。 

 

  



様式第２を次のように改める。 

 

 



様式第３を次のように改める。 

 

  



様式第４を次のように改める。 

 

  



様式第５を次のように改める。 

 

 



様式第６を次のように改める。 

 

  



様式第７を次のように改める。 

 

  



様式第８を次のように改める。 

 

 



附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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設楽町木質バイオマスストーブ等購入設置費補助金交付要綱（平成25年設楽町告示第24号）新旧対照表 

改正後 改正前 

設楽町木質バイオマスストーブ等購入費補

助金交付要綱     

設楽町木質バイオマスストーブ等購入設置

費補助金交付要綱 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この要綱は、地域の自然エネルギーの有効

利用及びその普及を図るとともに、森林資源の循

環利用及び木材利用を促進し、もって地球温暖化

の防止並びに木材関連産業等の活性化に資するた

め、木質バイオマスストーブ等の購入に要する  

費用に対し  、設楽町木質バイオマスストーブ等

購入費補助金    （以下「補助金」という。）を

交付することについて、設楽町補助金等交付規則

（平成17年設楽町規則第40号）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この要綱は、地域の自然エネルギーの有効

利用及びその普及を促進し                    

                          、もって地球の温暖

化防止、    木材関連産業等の活性化に資するた

め、木質バイオマスストーブ等の設備を設置する

費用に対して、設楽町木質バイオマスストーブ等

購入設置費補助金（以下「補助金」という。）を

交付することについて、設楽町補助金等交付規則

（平成17年設楽町規則第40号）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象経費） （補助対象経費） 

第６条 補助金交付の対象となる経費は、補助金の

交付の申請を行う日に属する年度の３月末日まで

に購入し、かつ、設置を完了するもののうち、第

４条に規定する補助対象機器を前条に規定する補

助対象設置場所の新築又は改築により設置する場

合における、補助対象機器本体の購入経費とする。 

第６条 補助金交付の対象となる経費は、補助金の

交付の申請を行う日に属する年度の３月末日まで

に購入し、かつ、設置を完了するもののうち、以

下の経費を対象                              

                                            

                                      とす

る。 

 (1) 第４条に規定する補助対象機器を第５条に規

定する補助対象設置場所の改築により設置する

場合は、補助対象機器本体の購入経費（運送料

を除く。）又は補助対象機器設置に係る建物の

改修経費を補助対象経費とする。 

 (2) 第４条に規定する補助対象機器を第５条に規

定する補助対象設置場所の新築により設置する

場合は、補助対象機器本体の購入経費（運送料

を除く。）を補助対象経費とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、設置工事費、煙突工

事費、附帯設備費、運搬費その他機器本体以外に

係る経費は、補助対象経費としない。 

 

（補助金交付額） （補助金交付額） 
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第７条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、

前条第１項に規定する補助対象経費に２分の１を

乗じて得た額以内とし、その額が30万円を超える

場合は30万円とする。 

第７条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、

前条      に規定する補助対象経費に２分の１を

乗じて得た額以内とし、その額が30万円を超える

場合は30万円とする。 

２ （略） ２ （略） 

（交付の申請及び交付決定） （交付の申請及び交付決定） 

第９条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申

請者」という。）は、設楽町木質バイオマススト

ーブ等購入費補助金交付申請書    （様式第１）

に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出する

ものとする。なお、申請者と住宅使用者が異なる

場合は、木質バイオマス設備設置同意書（様式第

８）を併せて町長に提出するものとする。ただし、

町長が添付書類により証明すべき事実関係を公簿

等によって確認できるときは、当該書類を省略す

ることができる。 

第９条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申

請者」という。）は、設楽町木質バイオマススト

ーブ等購入設置費補助金交付申請書（様式第１）

に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出する

ものとする                                  

                                            

                                    。ただし、

町長が添付書類により証明すべき事実関係を公簿

等によって確認できるときは、当該書類を省略す

ることができる。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

２ 町長は、前項の規定により申請書の提出があっ

たときは、申請に係る審査及び必要に応じて行う

現地調査等により、補助金を交付することが適当

であると認めたときは、設楽町木質バイオマスス

トーブ等購入費補助金交付決定通知書    （様式

第２。以下「決定通知書」という。）により申請

者に通知するものとする。 

２ 町長は、前項の規定により申請書の提出があっ

たときは、申請に係る審査及び必要に応じて行う

現地調査等により、補助金を交付することが適当

であると認めたときは、設楽町木質バイオマスス

トーブ等購入設置費補助金交付決定通知書（様式

第２。以下「決定通知書」という。）により申請

者に通知するものとする。 

３ （略） ３ （略） 

（申請事項の変更、取下げ及び承認） （申請事項の変更、取下げ及び承認） 

第11条 第９条第２項の規定により交付の決定を受

けた者（以下「補助決定者」という。）は、その

申請事項について変更又は申請を        必要が

生じた場合は、その事実が生じた日から14日以内

に設楽町木質バイオマスストーブ等購入費補助金

交付変更・取下げ申請書    （様式第３）に第６

条第１項に掲げる書類のうち、変更又は      に

係る必要書類等を添えて町長に提出し、その承認

を受けなければならない。 

第11条 第９条第２項の規定により交付の決定を受

けた者（以下「補助決定者」という。）は、その

申請事項について変更又は申請を取下げる必要が

生じた場合は、その事実が生じた日から14日以内

に設楽町木質バイオマスストーブ等購入設置費補

助金交付変更・取下げ申請書（様式第３）に第６

条第１項に掲げる書類のうち、変更又は取下げに

係る必要書類等を添えて町長に提出し、その承認

を受けなければならない。 

２ 町長は、前項の申請内容を審査した結果、既に

決定した補助金の額の変更を決定したときは、設

２ 町長は、前項の申請内容を審査した結果、既に

決定した補助金の額の変更を決定したときは、設
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楽町木質バイオマスストーブ等購入費補助金交付

変更・取下げ決定通知書  （様式第４）によりそ

の旨を補助決定者に通知するものとする。 

楽町木質バイオマスストーブ購入設置費補助金交

付変更・取下げ決定通知書（様式第４）によりそ

の旨を補助決定者に通知するものとする。 

（実績報告） （実績報告） 

第13条 補助金決定者は、工事が完了した日から起

算をして20日以内又は３月31日のいずれか早い日

までに、設楽町木質バイオマスストーブ等購入費

補助金実績報告書    （様式第５。以下「実績報

告書」という。）に、次に掲げるものを添えて町

長に提出しなければならない。 

第13条 補助金決定者は、工事が完了した日から起

算をして20日以内又は３月31日のいずれか早い日

までに、設楽町木質バイオマスストーブ等購入設

置費補助金実績報告書（様式第５。以下「実績報

告書」という。）に、次に掲げるものを添えて町

長に提出しなければならない。 

(1) 補助対象機器本体の購入経費及び          

                  仕様等が確認できる書類の

写し 

(1) 補助対象機器本体の購入経費及び設置に係る

直接的経費の内訳、仕様等が確認できる書類の

写し 

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（補助金の額の確定） （補助金の額の確定） 

第14条 町長は、前条の規定により実績報告を受け

た場合においては、当該実績報告に係る書類等の

審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当

該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した

条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助

金の額を確定し、設楽町木質バイオマスストーブ

等購入費補助金額確定通知書    （様式第６     

                               ）により通知す

るものとする。 

第14条 町長は、前条の規定により実績報告を受け

た場合においては、当該実績報告に係る書類等の

審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当

該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した

条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助

金の額を確定し、設楽町木質バイオマスストーブ

等購入設置費補助金額確定通知書（様式第６。以

下「補助金額確定通知書」という。）により通知

するものとする。 

（補助金の請求及び交付） （補助金の請求及び交付） 

第15条 補助決定者は、前条の規定による通知を受

けたときには、町長に設楽町木質バイオマススト

ーブ等購入費補助金交付請求書    （様式第７。

以下「補助金交付請求書」という。）を町長に提

出しなければならない。 

第15条 補助決定者は、前条の規定による通知を受

けたときには、町長に設楽町木質バイオマススト

ーブ等購入設置費補助金交付請求書（様式第７。

以下「補助金交付請求書」という。）を町長に提

出しなければならない。 

２ （略） ２ （略） 
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様式第１（第９条関係） 様式第１（第９条関係） 

  

様式第２（第９条関係） 様式第２（第９条関係） 
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様式第３（第11条関係） 様式第３（第11条関係） 

  

様式第４（第11条関係） 様式第４（第11条関係） 
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様式第５（第13条関係） 様式第５（第13条関係） 

  

様式第６（第14条関係） 様式第６（第14条関係） 
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様式第７（第15条関係） 様式第７（第15条関係） 

  

様式第８（第９条関係） 様式第８（第９条関係） 

  

 


